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患者にとって食生活は命がけです！
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客： メニューにある、この料理にはアレルゲンが入って
いますか？

店舗A： 入っていないはずです。
店舗B： 入っているかどうか分かりません。
店舗C： 絶対入っていませんから、ご安心ください。
店舗D： 入っていないですが、保証はしません。



保護者の食物アレルギーに関する悩み

1位 2位 3位

0歳
(n=42) 献立/調理(31%) 離乳食(26%) 成長/栄養（17%)

1-3歳
(n=145) 外食/購入(43%) 献立/調理（37%) 成長/栄養(23%)

≧4歳
(n=99) 外食/購入(40%) 給食(40%) 献立/調理(28.3%)

複数回答可
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食物アレルギー児の食生活での制約

0% 25% 50% 75% 100%

原材料に注意

家族と別献立

家庭内

0% 25% 50% 75% 100%

外食が不自由

給食に不満足

家庭外

FA児 n=286
非FA児 n=258
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食品表示法 加工食品のアレルギー表示

5



規定 特定原材料等の名称 表示
食品表示基準
（7品目） 卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに 義務

通知
（20品目）

いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、
もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、
オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉

推奨
（任意表示）

表示を義務化する特定原材料と、表示を推奨する特定原材料に準ずるものの、
２つに分類しています。

特定原材料を原材料とする加工食品又は特定原材料に由来する添加物であって、
販売の用に供するものであり、具体的には容器包装された加工食品及び添加物で
ある。

Q 表示対象範囲を教えて下さい

アレルゲンを含む食品の表示

Q 特定原材料の種類を教えて下さい

食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク質量が数μg/ml濃度レベルまたは
μg/g含有レベルに満たない場合、知見が不足している香料などは表示が免除され
ている。

Q 表示対象の例外はありますか
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アレルゲンを含む食品の表示

世界に先駆けて実施された。

表示対象品目が一番多く（US10、EU14）、多くの症例をカバーしている。

可能性表示（入っているかもしれない）を認めない。

特定原材料の検知システムが構築されている。

定期的に疫学調査を行い、その実効性を担保している。 など

Q 日本のアレルギー表示の特徴はなんですか
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Q 特定原材料等は、２７品目で十分なのでしょうか。

アレルゲンを含む食品の表示

原因食物 人数 割合
1 鶏卵 775 33.2% ●
2 牛乳 542 23.2% ●
3 小麦 309 13.2% ●
4 ピーナツ 150 6.4% ●
5 イクラ 78 3.3% ◯
6 エビ 73 3.1% ●
7 キウイ 59 2.5% ◯
8 クルミ 42 1.8% ◯
9 ソバ 30 1.3% ●
10 カシューナッツ 28 1.2% ◯
11 大豆 23 1.0% ◯
12 ヤマイモ 18 0.8% ◯
13 カニ 17 0.7% ●
14 リンゴ 15 0.6% ◯
バナナ 15 0.6% ◯

16 ゴマ 10 0.4% ◯
18 モモ 7 0.3% ◯
ビワ 7 0.3%
タラコ 7 0.3%
サケ 7 0.3% ◯
パイナップル 6 0.3%
サバ 6 0.3% ◯
イカ 6 0.3% ◯
フキノトウ 5 0.2%
ナガイモ 5 0.2%
アーモンド 5 0.2%

定期的に実施されている即時型食物アレ
ルギーモニタリング調査の結果で定期的に
その実効性は検証されています。

昨年度調査では特定原材料７品目で全
症例の約80%、２７品目で約88%をカ
バーしています。
ショック症例を対象とすると、７品目で約
83%、２７品目で約95%をカバーします。

8



Q アレルギー表示の課題は何ですか？

アレルゲンを含む食品の表示

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0yr

1,2yr

3-6yr

7-17yr

>18yr

食物アレルギー症状の発症状況

初発 表示ミス 誤食

A1 表示ミス問題
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アレルゲンを含む食品の表示

表示ミスがなくならないのは業者側の問題と監視側の問題が考えられる

平成27年度夏期一斉取り締まり：443,386施設中、

消費者庁HPより

Q アレルギー表示の課題は何ですか？
A1 表示ミス問題
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アレルゲンを含む食品の表示

Q アレルギー表示の課題は何ですか？

対象：食品衛生監視員205名

表示の目的

表示の品目

表示の区別

表示の注意点

食物アレルギー

表示の指導・教育

表示の理解

食物アレルギー

日小ア誌2012;26:725-3111



Q アレルギー表示の課題は何ですか？

アレルゲンを含む食品の表示

A2 表示の方法問題
一括表示、醤油問題、含有量、見やすい表示

■一括表示
どれに入っているのか、わからなく
なる。

個別表示

一括表示
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Q アレルギー表示の課題は何ですか？

アレルゲンを含む食品の表示

A2 表示の仕方
一括表示、醤油問題、含有量、見やすい表示

■醤油問題
醤油は原材料に大豆と小麦が使用されて
いる。このため、醤油を使用した加工食品に
は必ず“小麦”の記載があるが、醤油は発酵
の過程で完全に小麦タンパクが分解され、小
麦アレルギーでも摂取できる。
消費者が知りたいのは、その小麦の表示
は醤油由来なのか、他には小麦が使用され
ていないのかにある。
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Q アレルギー表示の課題は何ですか？

アレルゲンを含む食品の表示

A2 表示の仕方
一括表示、醤油問題、含有量、見やすい表示

■含有量
現行の表示は有無がわかるが、含有量はわ
からない。“必要最小限の除去”を実践するう
えで、 情報量が十分ではない。
消費者が知りたいのは、そのコロッケにはど
れくらいの小麦粉が使用されているかにある。
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Q アレルギー表示の課題は何ですか？

アレルゲンを含む食品の表示

A3 周知されていない

カカオバター
乳糖
乳化剤
乳酸菌
乳酸菌飲料
乳酸カルシウム

啓発
教育
育成
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Q アレルギー表示の課題は何ですか？

アレルゲンを含む食品の表示

A3 周知されていない

内閣府大臣官房政府広報室
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Q アレルギー表示の課題は何ですか？

アレルゲンを含む食品の表示

A4 外食・中食への適応がない

店舗や企業、業界団体等が独自ルールや指針を策定しつつあります。

Q 外食等におけるアレルゲン表示の状況はどうなっていますか？
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しかし決まったルールや指標がないため、誤食事故が発生している。

《原因》
・ 正確性に欠けた表示、表示の均一性がない。
・ 事業者の食物アレルギーの理解や必要性の認識が不足。
・ 不十分なアレルゲン管理、コンタミネーション（混入）管理
・ 従業員教育が行き届いていない。
・ 患者の誤解や不理解。

Q 外食等におけるアレルゲン表示の状況はどうなっていますか

外食等におけるアレルゲン情報推進

・ 購入時に再三確認した米粉パンを食べて発症した小麦アレルギー （事業者の理解不足）
・ ファミレスのドリンクバーでコーヒーを飲んで発症した牛乳アレルギー （コンタミ管理）
・ 事前に確認したのに、デザートにヨーグルトが出てきた牛乳アレルギー （従業員教育）
・ 沖縄でジーマミ豆腐を食べたらショックになった落花生アレルギー （患者の誤解）

18



症状出現時の情報開示に消極的である。
‹例› ファミリーレストランで食事をした後にアレルギー症状が誘発されたため、

Menuで使用されている原材料の詳細を聞いたが・・・
→ 企業秘密ということで教えてもらえない。 原因追求に支障をきたす。

医薬品、医薬部外品、化粧品などの食品成分の表示に関してもルール作りが必要
‹例› 茶のしずく石鹸®による小麦アレルギー

MIペースト®による牛乳アレルギー
分離大豆蛋白質含有、大豆レシチン添加の経腸栄養剤の添付文書に大豆アレ

ルギーに関する記述なし

外食や中食の一般化に伴い、患者（消費者）のニーズは非常に高く、
また2020年の東京オリンピックへ向けて今後ますます増加する外国人観光客も意識し
たアレルゲン情報提供の在り方が問われている。

Q 外食等におけるアレルゲン表示の状況はどうなっていますか

外食等におけるアレルゲン情報推進
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外食等におけるアレルゲン情報提供推進検討会
外食・中食におけるアレルゲン情報の提供に関するアンケート（中間報告）

Q 外食・中食におけるアレルゲン表示において解決されるべ
き課題はなんですか
A 正確な情報提供（画一的な表示方法、指標、基準等）
従業員教育
コンタミネーション管理
リアルタイムの情報提供
人員確保
コスト負担

外食等におけるアレルゲン情報推進

専門医師 外食・中食業界

患者 関係省庁

外食・中食にお
けるアレルギー

表示



食品表示における課題と対策

▶食品表示法における加工食品のアレルギー表示
・ 消費者目線での改訂：個別表示、含有量表示、注意喚起表示
・ 普及啓発：管理・指導体制の整備（事故モニタリング）・食育
・ 実効性の担保：疫学調査の継続

→ 患者のための法制であり、ニーズに合った改変を定期的に継続する。

▶外食・中食などにおけるアレルギー表示
・ まずはルール作りが急務
・ 医薬品・医薬外品・化粧品へも目を向ける必要
・ ハードルは多く高い。2020年に向けて産官学が一致団結して
邁進する必要がある。
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